
 

 

議案第３５号 

 

令和５年度成田市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 (総  則) 

第１条 令和５年度成田市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 (収益的収入及び支出の補正) 

第２条 令和５年度成田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。 

         （科  目）        （既決予定額）      （補正予定額）       （計） 

                     収            入 

     第１款 下 水 道 事 業 収 益  ３，６０５，７６３ 千円    ３４，２００ 千円  ３，６３９，９６３ 千円 

      第１項  営 業 収 益     １，４８２，６１７ 千円    １７，１６５ 千円  １，４９９，７８２ 千円 

      第２項  営 業 外 収 益   ２，１２３，１４６ 千円   △７０，３６５ 千円  ２，０５２，７８１ 千円 

      第３項  特 別 利 益            ０ 千円    ８７，４００ 千円     ８７，４００ 千円 

 

                     支            出 

     第１款 下 水 道 事 業 費 用  ３，５６１，２８０ 千円   △３４，２７０ 千円  ３，５２７，０１０ 千円 

      第１項  営 業 費 用    ３，４９０，０７４ 千円   △３４，２７０ 千円  ３，４５５，８０４ 千円 

       

 

 



 

 

 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４１９，７９６千円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額９５，１０６千円及び当年度分損益勘定留保資金３２４，６９０千円で補てんするものとす

る。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４１９，７９６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額８３，８８３千円、減債積立金５，９７１千円、過年度分損益勘定留保資金６，９３５千円及び当年度分

損益勘定留保資金３２３，００７千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。 

 

         （科  目）        （既決予定額）       （補正予定額）       （計） 

 

                     収            入 

     第１款  資 本 的 収 入     １，１３４，３１２ 千円  △２３５，２００ 千円    ８９９，１１２ 千円 

      第１項   企 業 債      ９１２，５００ 千円  △２２７，０００ 千円    ６８５，５００ 千円 

      第２項   出 資 金       ８１，７６６ 千円    △３，５００ 千円     ７８，２６６ 千円 

      第３項   補 助 金      １３７，９９４ 千円    △４，７００ 千円    １３３，２９４ 千円 

      

                     支            出 

     第１款  資 本 的 支 出     １，５５４，１０８ 千円   △２３５，２００ 千円   １，３１８，９０８ 千円 

      第１項   建 設 改 良 費  １，１７２，６９６ 千円  △２３５，２００ 千円    ９３７，４９６ 千円 

 

 

 



 

 

（企業債の補正) 

第４条 予算第６条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限 度 額 起債の方法 利         率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利         率 償還の方法 

成田市下水

道事業 

千円 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

(ただし､利率見直

し方式で借り入れ

る政府資金及び地

方公共団体金融機

構資金について､利

率の見直しを行っ

た後においては､当

該見直し後の利率) 

借入先の融通条

件による。ただ

し､企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又は

低利債に借り換

えすることがで

きる｡ 

千円 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

(ただし､利率見直

し方式で借り入れ

る政府資金及び地

方公共団体金融機

構資金について､利

率の見直しを行っ

た後においては､当

該見直し後の利率) 

借入先の融通条

件による。ただ

し､企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又は

低利債に借り換

えすることがで

きる｡ 

912,500 685,500 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(他会計からの補助金) 

 第５条 予算第１０条中「１８７，５７９千円」を「１１７，２１４千円」に改める。 

 

 

 

           令和６年２月２２日提出 

 

                                                           成田市長  小  泉   一 成           



（収益的収入）

1 下水道事業収益 3,605,763 34,200 3,639,963

1 営業収益 1,482,617 17,165 1,499,782

1 下水道使用料 1,300,621 24,800 1,325,421 1 下水道使用料 24,800

2 負担金 181,416 △ 7,635 173,781 1 一般会計負担金 △ 7,635

2 営業外収益 2,123,146 △ 70,365 2,052,781

1 他会計負担金 187,579 △ 70,365 117,214 1 一般会計負担金 △ 70,365

3 特別利益 0 87,400 87,400

1 過年度損益修正 0 87,400 87,400 1 過年度損益修正 87,400 過年度分流域下水道事業維持管理費

益 益 負担金返還金他

令和５年度成田市下水道事業会計補正予算（第２号）実施計画内訳書

（単位　千円）

款　　　　項 目
予　　　　　定　　　　　額

節 金　　額 説　　　　　　明
補正前の額 補　正　額 計

汚水処理等負担金

雨水処理等負担金



（収益的支出）

1 下水道事業費用 3,561,280 △ 34,270 3,527,010

1 営業費用 3,490,074 △ 34,270 3,455,804

1 管渠費 78,535 △ 4,630 73,905 16 委託料 △ 2,900 公共下水道不明水対策調査委託他

19 修繕費 △ 1,730 マンホール蓋修繕他

2 ポンプ場費 192,303 △ 9,100 183,203 12 光熱水費 △ 2,600 電気料金

16 委託料 △ 6,500 調整池周辺草刈委託他

4 流域下水道事業 739,063 △ 13,600 725,463 1 流域下水道事業 △ 13,600

維持管理費 維持管理費負担金

5 減価償却費 2,292,960 △ 9,240 2,283,720 1 有形固定資産減 △ 8,900 建物 △ 2,871

価償却費 構築物 △ 3,575

機械及び装置 △ 2,454

2 無形固定資産減 △ 340 施設利用権

価償却費

6 資産減耗費 1,535 2,300 3,835 1 固定資産除却費 2,300 機械及び装置

補　正　額 計

（単位　千円）

説　　　　　　明款　　　　項 目
予　　　　　定　　　　　額

節 金　　額
補正前の額

担金

印旛沼流域下水道事業維持管理費負


